
規

則

告

示

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
十
一
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
株
式
会
社
大
東
銀
行
の
項
中｢

、
梁
川
支
店｣

を
削
り
、
同
表
い
わ
き
信
用
組
合
の
項
中

｢

、
中
之
作
支
店｣

、｢

、
鹿
島
支
店｣

及
び｢

、
神
谷
支
店｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
第
二
株
式
会
社
大
東
銀
行
の
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

別
表
第
二
い
わ
き
信
用
組
合
の
項
の
改
正
規
定(

｢

、
鹿
島
支
店｣

を
削
る
部
分
に
限
る
。)

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日

三

別
表
第
二
い
わ
き
信
用
組
合
の
項
の
改
正
規
定(

｢

、
神
谷
支
店｣

を
削
る
部
分
に
限
る
。)

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
四
日

四

別
表
第
二
い
わ
き
信
用
組
合
の
項
の
改
正
規
定(

｢

、
中
之
作
支
店｣

を
削
る
部
分
に
限
る
。)

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
を
審
査
基
準
日(

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十

七
号)

第
二
百
四
十
五
条
及
び
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名

競
争
入
札(

以
下｢

競
争
入
札｣

と
い
う
。)

の
方
法
に
よ
り
福
島
県
庁
舎
、
福
島
県
合
同
庁
舎
等
の

公
有
財
産
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委
託
契
約(

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令(

平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達

契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格(

以
下｢

資
格｣

と
い
う
。)

の
審
査
の
基
準
と
な
る
日
を
い
う
。)

と
す
る
資

格
及
び
そ
の
審
査
の
申
請
の
時
期
並
び
に
当
該
申
請
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
競
争
入
札
の
方

法
に
よ
り
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件(

平
成
十
五
年
福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号
。
以
下

｢

七
百
八
十
三
号
告
示｣

と
い
う
。)

第
六
の
第
一
号
中｢

八
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で｣

と

あ
る
の
は｢

八
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
十
月
十
四
日
か
ら
十
一
月
十
三
日
ま
で｣

と
、

七
百
八
十
三
号
告
示
第
六
の
第
二
号
中｢

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で｣

と
あ
る
の
は｢

九
月

一
日
か
ら
十
二
月
十
三
日
ま
で｣

と
、
七
百
八
十
三
号
告
示
第
八
中｢

八
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日

ま
で｣

と
あ
る
の
は｢

八
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
十
月
十
四
日
か
ら
十
一
月
十
三
日
ま

で｣

と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

施
設
管
理
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
軒
平

溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
五
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同

年
十
月
六
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

三
六
八

告

示

○
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
庁
舎
等
維
持

管
理
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
の
特

例
を
定
め
る
件

三
六
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件

三
六
八

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

三
六
九



公

告

公
告
第
１
８
４
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
農
林
水
産
試
験
研
究
機
関
管
理
２
３

０
２
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
６
条
及
び
福
島

県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

｡
以
下
｢財
務
規
則
｣
と
い
う
｡
)
第
274条

の
３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
23年
10月
14日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
入
札
に
付
す
る
事
項

�
調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
件
名
及
び
数
量
農
林
水
産
試
験
研
究
機
関
管
理
２
３
０
２
業
務
(第

11－
36021－

0005号
)
一
式

�
調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
仕
様
等
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
｡

�
委
託
期
間
契
約
締
結
日
か
ら
平
成
24年
２
月
29日
ま
で

�
履
行
場
所
旧
福
島
県
農
業
試
験
場
本
場
(福
島
県
郡
山
市
富
田
町
字
若
宮
前
ほ
か
)

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

�
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
､
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
､

か
つ
､
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
異
な

る
者
と
共
同
で
重
ね
て
当
該
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

ア
�
､
�
及
び
�
に
掲
げ
る
資
格
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
単
独
で
入
札
に
参

加
す
る
も
の

イ
�
及
び
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
１
社
が
､
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
(９
の
�
に
お

い
て
｢収
集
運
搬
業
務
入
札
参
加
者
｣
と
い
う
｡
)
１
社
と
共
同
で
入
札
に
参
加
す
る
も
の

ウ
�
及
び
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
１
社
が
､
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
(９
の
�
に
お

い
て
｢最
終
処
分
業
務
入
札
参
加
者
｣
と
い
う
｡
)
１
社
と
共
同
で
入
札
に
参
加
す
る
も
の

エ
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
(９
の
�
に
お
い
て
｢撤
去
選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
入
札

参
加
者
｣
と
い
う
｡
)
１
社
が
､
�
及
び
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
１
社
と
共
同
で
入
札
に

参
加
す
る
も
の

オ
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
１
社
が
､
�
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
１
社
及
び
�
の
資
格
要

件
を
満
た
す
者
１
社
と
共
同
で
入
札
に
参
加
す
る
も
の

�
撤
去
選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
を
行
う
者
の
資
格
要
件

次
に
掲
げ
る
条
件
を
単
独
で
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
｡

ア
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

｡
以
下
｢施
行
令
｣
と
い
う
｡
)
第
167条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
｡

イ
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
入
札
参
加
資
格
制
限
措
置
又
は
指

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
｡

ウ
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し

て
い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
(平
成
11年
法
律
第
225号

)
の
規
定
に
よ
る
民
事
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
に
あ
っ
て
は
､
当
該
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
後
に
､
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と

に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

エ
次
に
掲
げ
る
全
て
の
産
業
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
中
間
処
理
を
事
業
範

囲
と
す
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
(昭
和
45年
法
律
第
137号

｡
以
下
｢法
｣

と
い
う
｡
)
第
14条
第
６
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
業
の
許
可
及
び
法
第
14条
の

４
第
６
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
業
の
許
可
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る

こ
と
｡

�
産
業
廃
棄
物

汚
泥
､
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
､
金
属
く
ず
､
ガ
ラ
ス
く
ず
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶

磁
器
く
ず

�
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

汚
泥
(砒

ひ

素
又
は
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
を
含
む
こ
と
に
よ
り
有
害
な
も
の
と
な
る
も
の
に
限

る
｡
)

オ
契
約
期
間
内
に
､
無
害
化
処
理
後
の
残
さ
の
処
理
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

カ
こ
の
調
達
案
件
の
仕
様
と
同
等
程
度
の
法
第
２
条
第
５
項
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る

処
分
の
業
の
履
行
実
績
が
複
数
回
以
上
あ
り
､
か
つ
､
こ
の
調
達
案
件
の
仕
様
に
合
致
し
た
業

務
を
確
実
に
履
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
最
終
処
分
業
務
を
行
う
者
の
資
格
要
件

次
に
掲
げ
る
条
件
を
単
独
で
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
｡

ア
�
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
｡

イ
次
に
掲
げ
る
全
て
の
産
業
廃
棄
物
に
係
る
最
終
処
分
を
事
業
範
囲
と
す
る
法
第
14条
第
６
項

に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
業
の
許
可
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

産
業
廃
棄
物

汚
泥
､
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
､
金
属
く
ず
､
ガ
ラ
ス
く
ず
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁

器
く
ず

ウ
契
約
期
間
内
に
最
終
処
分
処
理
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

エ
こ
の
調
達
案
件
の
仕
様
と
同
等
程
度
の
法
第
２
条
第
４
項
の
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
の
業

の
履
行
実
績
が
複
数
回
以
上
あ
り
､
か
つ
､
こ
の
調
達
案
件
の
仕
様
に
合
致
し
た
業
務
を
確
実

に
履
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
収
集
運
搬
業
務
を
行
う
者
の
資
格
要
件

次
に
掲
げ
る
条
件
を
単
独
で
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
｡

ア
�
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
｡

イ
�
の
エ
及
び
�
の
イ
に
掲
げ
る
全
て
の
産
業
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
事
業
範

囲
と
す
る
法
第
14条
第
１
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
及
び
法
第
14条
の

４
第
１
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
郡
山
市
長
及
び
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
(保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区

に
あ
っ
て
は
､
市
長
又
は
区
長
)
よ
り
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
｡
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３
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
､
２
の
�
､

２
の
�
及
び
２
の
�
に
掲
げ
る
事
項
(２
の
�
の
ア
及
び
イ
に
係
る
事
項
を
除
く
｡
)
に
つ
い
て
証

明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
､
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
提
出
し
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
共
同
で
入
札
に
参
加
す
る
者
は
､

そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
提
出
期
間
平
成
23年
10月
11日

(火
)
か
ら
同
月
24日

(月
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日

を
除
く
｡
)
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で

�
提
出
場
所
郵
便
番
号
960-8670

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
振
興
課

電
話
024-521-7344

�
提
出
方
法
郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
｡
た
だ
し
､
郵
送
に
よ
る
場
合
は
､
書
留
郵
便
と
し
､
平

成
23年
10月
24日

(月
)
午
後
５
時
15分
ま
で
必
着
と
す
る
｡

４
入
札
説
明
書
等
の
配
布

次
に
よ
り
､
入
札
説
明
書
､
仕
様
書
､
申
請
書
等
を
配
布
す
る
｡

�
配
布
期
間
平
成
23年
10月
11日

(火
)
か
ら
同
月
24日

(月
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日

を
除
く
｡
)
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で

�
配
布
場
所
３
の
�
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
｡

�
そ
の
他
郵
送
に
よ
る
配
布
を
希
望
す
る
場
合
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
の
大
き
さ
の
用

紙
50枚

が
入
る
程
度
の
大
き
さ
の
返
信
用
封
筒
で
あ
っ
て
､
240円

分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明

記
の
も
の
を
同
封
の
上
､
３
の
�
に
掲
げ
る
場
所
に
平
成
23年
10月
20日

(木
)
午
後
５
時
15分

ま
で
に
必
着
で
請
求
す
る
こ
と
｡

５
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

�
日
時
平
成
23年
11月
１
日
(火
)
午
後
１
時
10分

�
場
所
福
島
県
庁
西
庁
舎
５
階
農
林
水
産
部
会
議
室
(福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号
)

�
そ
の
他
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
､
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
､
平
成
23年
10

月
31日

(月
)
午
後
５
時
15分
ま
で
に
３
の
�
に
掲
げ
る
場
所
に
必
着
の
こ
と
｡

６
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札

保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

�
契
約
保
証
金

落
札
者
は
､
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
229条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
､
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

７
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
､
提
出
し
た
書
類
に

関
し
､
福
島
県
知
事
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
､
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

８
入
札
の
無
効

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

９
そ
の
他

�
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
書
の
作
成
方
法
撤
去
選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
に
係
る
入
札
書
､
最
終
処
分
業
務
に

係
る
入
札
書
及
び
収
集
運
搬
業
務
に
係
る
入
札
書
を
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
撤
去

選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
入
札
参
加
者
に
あ
っ
て
は
撤
去
選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
に
係
る

入
札
書
の
み
を
､
最
終
処
分
業
務
入
札
参
加
者
に
あ
っ
て
は
最
終
処
分
業
務
に
係
る
入
札
書
の
み

を
､
収
集
運
搬
業
務
入
札
参
加
者
に
あ
っ
て
は
収
集
運
搬
業
務
入
札
に
係
る
入
札
書
の
み
を
作
成

す
る
こ
と
｡
な
お
､
撤
去
選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
､
最
終
処
分
業
務
及
び
収
集
運
搬
業
務
の

い
ず
れ
か
を
兼
務
す
る
入
札
参
加
者
に
つ
い
て
は
､
該
当
す
る
入
札
書
そ
れ
ぞ
れ
を
作
成
す
る
こ

と
｡

�
入
札
方
法

落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100

分
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
､
入
札
者
は
､
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の

105分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
の
決
定
方
法
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
､
撤
去
選
別
及
び
無
害
化
処
理
業
務
に

係
る
入
札
金
額
､
最
終
処
分
に
係
る
入
札
金
額
及
び
収
集
運
搬
業
務
に
係
る
入
札
金
額
の
合
計
額

が
最
低
と
な
る
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否
要

�
そ
の
他
詳
細
は
､
入
札
説
明
書
に
よ
る
｡

10
Sum
m
ary

�
N
ature

and
quantity

of
the
services

to
be
required：

D
isposal

of
underground

industrialw
aste

1set
�
Tim
e
-lim
itoftender

(by
hand)

：
1：
10
p.m
.,１
N
ovem

ber
2011

�
Tim
e
-lim
itoftender

(by
m
ail)
：
5：
15
p.m
.,31
O
ctober

2011
�
C
ontactpointforthe

notice：
AgriculturalProm

otion
D
ivision,

AgriculturalSupport
O
ffice,

Agriculture,
Forestry

&
Fishery

D
epartm

ent,
Fukushim

a
Prefectural

G
overnm

ent
2-16

Sugitsum
acho,

Fukushim
a
-shi,

Fukushim
a,
960-8670,

Japan
TEL

024-521-7344
(農
林
総
務
課
)
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